
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

歳出については、新型コロナウイルス感染

症による影響が長期化する中、ひとり親世

帯以外の低所得の子育て世帯に対し、子育

て世帯生活支援特別給付金を支給する経費

や指定管理者への減収補償、また基金繰入

金等を活用した市制施行１００周年記念事

業推進経費などを補正し、歳入については

歳出に伴う国・県支出金、寄附金及び繰入

金を補正するものであり、必要やむを得な

いものと認めた。

歳出については、県外活動に参加した小中

学生にＰＣＲ検査を実施するための経費や

保育園が臨時休園した場合の代替措置に要

する経費、生活困窮者に対する自立支援金

そのほか市内事業者が国の支援金の申請手

続きを円滑に行うための支援経費等を補正

し、歳入については、歳出に伴う国庫支出

金及び繰入金を補正するものであり、必要

やむを得ないものと認めた。

予 算 決 算 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第１０９条の

規定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算決算委員長  　岩　村　　　誠   

議 案
第 ５ ２ 号

令和３年度宇部市一般会計
補正予算（第２回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年(2021年)６月２２日

  宇部市議会議長 　河　崎　　　運    様
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補正予算（第３回）

原 案 可 決

記

原 案 可 決


